令和8年度
地域おこし協力隊（会計年度任用職員）募集要項
令和7年12月5日
１　募集の目的
　山江村は、熊本県南部の球磨地域に位置する、田園と山々に囲まれた人口約3,100人の農山村です。面積の約90％を占める山林が北部にあり、南部には比較的平坦な農地が広がっています。平成元年に開通した九州自動車道が南北に縦断しており、熊本市内から車で約1時間、隣接する人吉市の中心部からは車で約10分と交通の便に恵まれています。
しかし、健康課題として、メタボリックシンドローム該当者および予備群の増加を背景に高血圧、糖尿病予備群の増加とともに脳血管疾患による医療費および介護給付費の増加が懸念されています。
　本村では、健康日本21のビジョンの下、令和８年度開始予定としている「メディカルフィットネス推進事業」において、健康増進施設および指定運動療法施設の認定制度を利用し、利用者に医療と連携した安心・安全・効果的な運動やトレーニングが楽しく続けられるメディカルフィットネスジムの設置を予定しています。
　そこでこのたび、山江村地域おこし協力隊員設置要綱（令和５年１月30日告示第６号、以下「要綱」といいます）に基づき、健康運動を担う地域おこし協力隊の募集を行います。

２　主な活動内容
	１
	メディカルフィットネスジムに係る活動
　・介護予防拠点施設の運営の補助（フレイル予防・介護予防）　
・体力測定、有酸素運動や筋肉強化運動
　・個人の運動プログラムの提供（関連企業の機器を活用）
　・健康スポーツ医による運動処方箋に基づく運動療法、運動療法実施報告書及び運動療法実施証明書の作成
　・フィットネスマシンの取扱い、説明
・応急手当　　　　　　　　　　　　　
・新規オープンまでの準備及び研修　　　など

	２
	その他の活動
・自治会や地域のコミュニティ活動への参加
・毎週の活動報告書の提出、年間計画及び報告書等の作成　　　　など


　　※業務の変更範囲：健康運動指導士への職種変更あり。

３　応募の条件
	応募資格
（応募する全ての方が満たす必要があります。）
	・健康運動指導士または健康運動実践指導者の資格を保持している方
・三大都市圏及び指定都市（熊本市等）に居住している方で、採用後に山江村に生活拠点を移し、住民票異動が出来る方（Uターン可）
・任期終了後も山江村に居住する意向のある方
・地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格事由に該当しない方
・普通自動車免許保持者（AT限定可）・基本的なパソコン操作（文書作成・表計算処理）及びインターネット、SNS等の活用ができる方
※受験資格における地方公務員法第16条に定める項目について（参考）
〇成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者含む）
〇禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
〇山江村において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
〇日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。

	求める人物像
	・地方創生や地方活性化に関心がある方
・事業運営経営に関心がある方
・地域住民や山江村役場職員、他地域おこし協力隊等と柔軟なコミュニケーションがとれる方
・人と接することが好きで、人の話に真摯に耳を傾けられる方
・健康増進施設及び指定運動療法施設に勤務等の経験がある方は優遇いたします
・地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、地域を元気にするために精力的に行動できる方
・山江村の健康課題を解決しようとする意欲とメディカルフィットネス推進事業への熱意がある方


４　採用予定人数
　健康運動指導士　2名
　健康運動実践指導者　1名

５　雇用形態
山江村の会計年度任用職員として山江村長が任用します。
[bookmark: _Hlk201521009]任用期間は、令和8年度の任用日から令和９年３月３１日までとします。（試用期間：なし）
なお、年度ごとに再度任用の可否を判断し、最長3年間活動を延長することができます。ただし、協力隊員として相応しくないと判断した場合は、任期期間中であってもその職を解くことができるものとします。

６　報酬
　２４６，４００円～２４８，２００円
　※別途、年2回の期末・勤勉手当あり
　※期末手当等について、任用日によっては期間率あり
　※給与については、山江村の規定に基づき支払います。
　
７　勤務条件
	勤務地
	デスクは黎明館（介護予防拠点施設）に設置予定です。

	勤務時間
	08:30～17:15（うち休憩1時間）7時間45分
・時間外労働：原則なし

	勤務日数
	原則、週5日（38時間45分）※土日勤務有

	休日・休暇
	火曜日、祝日、年末年始
・イベントや研修等で休日出勤が発生する場合は、別日に振替となります。
・年次有給休暇を利用することができます。
・夏季休暇など年次有給休暇以外の休暇を利用することができます。

	待遇・福利厚生
	住居

	・家賃補助については月額50,000円を限度とし助成します。但し、引っ越し費用、光熱水費、通信費は個人負担になります。

	
	活動経費
	・活動に使用するパソコンは村が貸与します。
・活動に公用車を使用できます。また、活動で自家用車を使用した場合、規定に基づき借り上げ料を支払います。
ただし、通勤や日常生活には自家用車をご利用ください。
・その他、活動に必要な消耗品費や出張費については予算の範囲内で村が負担します。

	[bookmark: _Hlk210897161]
	社会保険
	・被用者保険（共済組合）加入。
・１年目厚生年金保険加入（１年目）。２年目以降共済組合へ移行
・雇用保険加入。６ヶ月経過後,退職事務組合へ移行
・地方公務員災害補償加入。

	
	副業
	・可（ただし村への届出が必要）

	
	その他
	・個人の携帯電話やネット環境等の通信費は自己負担とします。



８　提出書類・選考の方法
　（１）提出書類
　　応募時に提出
　　・応募様式1、応募様式2を提出（様式は山江村役場、または山江村役場ホームページにあります）
　　　写真は３ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身（縦4㎝×横3㎝程度）のもの
　　・現住所の住民票（住所、氏名、生年月日、性別が分かるもの）
　　・普通自動車運転免許証の写し：表面・裏面
　　・以前、他の市町村において協力隊であった方は、地域おこし協力隊であったことを証明できる書類の写し
　　　※提出書類については一切お返ししません。

　　提出先
　　　山江村役場企画調整課　復興むらづくり推進室　
〒868-0092
　　　　熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
　　　※郵送の場合は、封筒の表に「地域おこし協力隊募集申込」と朱書きすること。


　（２）選考方法
	①書類選考
	【第1次選考】
履歴書により選考を行い、結果については文書で通知します。

	②面接
（現地またはオンライン）
	【第２次選考】
第1次選考合格者を対象に山江村役場で面接（オンライン可）を行います。
※交通費等に関しては自己負担とします。

	③最終結果の通知
	選考終了後に、結果を文書で通知します。



　（３）応募受付期間
　令和８年１月３０日（金）まで
　※応募期間を延長する場合があります。

９　任用時期
　令和８年４月１日以降、村と内定者との相談のうえ決定

10　担当課
　山江村役場　健康福祉課　保健衛生係
　〒868-0092
　熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356-1

11　募集内容に関する問い合わせ先
　山江村役場　企画調整課　復興むらづくり推進室
　Mail：murazukuri@vill.yamae.lg.jp
TEL　0966-23-3111（代表）　（平日8:30～17:15）
